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栢泉 鉦治

先
の
見
通
せ
な
い
コ
ロ
ナ
禍

は
３
年
目
に
し
て
、
よ
う
や
く

沈
静
化
が
始
ま
り
、
少
し
ず
つ

マ
ス
ク
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
私
を
含
め

高
齢
者
の
方
々
に
は
今
し
ば
ら

く
防
疫
生
活
は
継
続
の
様
で
す
。

私
た
ち
が
所
有
す
る
那
須
・

黒
磯
地
域
の
分
譲
地
開
発
を

行
っ
た
東
昭
観
光
開
発
（
株
）

は
１
９
７
４
年
10
月
に
倒
産
を

し
ま
し
た
。
東
京
地
裁
よ
り
水

道
・
道
路
等
の
共
益
施
設
管
理

に
つ
い
て
、
受
益
者
負
担
で
保

守
保
全
を
行
う
よ
う
に
と
示
さ

れ
、
分
譲
地
の
更
生
運
営
に
つ

い
て
会
則
・
業
務
規
定
等
に
つ

い
て
管
財
人
の
了
承
を
受
け
て
、

東
昭
自
治
会
が

正
規
の
自
主
的

な
団
体
と
し
て

の
承
認
を
受
け

て
運
営
を
開
始

し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
自
治
会

か
ら
選
任
さ
れ

た
理
事
の
方
々

で
、
健
全
な
運

営
や
資
産
登
記

等
の
観
点
か
ら

法
人
化
へ
の
移

行
の
道
を
10
年

間
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
ま
し

た
が
、
当
時
の
法
的
規
制
が
厳

し
く
、
法
人
登
記
が
出
来
ず
今

日
ま
で
至
っ
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
東
昭
自
治
会

の
将
来
に
わ
た
る
健
全
な
運
営

を
進
め
る
為
に
は
、
法
人
化
に

よ
る
安
定
し
た
体
制
の
構
築
が

必
須
で
あ
る
と
の
理
事
会
方
針

を
受
け
て
、
２
０
１
８
年
、
本

格
的
に
再
検
討
を
開
始
し
、
会

員
の
方
々
へ
の
情
報
提
供
や
意

見
集
約
を
進
め
、
第
48
期
会
員

総
会
（
２
０
２
２
年
９
月
２
日

開
催
）
に
於
い
て
、
自
治
会
組

織
の
法
人
化
へ
の
提
案
が
議
決

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
正
式
に

（
２
０
２
３
年
４
月
３
日
）、
法

務
局
に
一
般
社
団
法
人
の
設
立

申
請
を
行
い
、
自
治
会
の
発
足

か
ら
48
年
目
に
し
て
発
足
当
時

の
理
事
の
方
々
の
念
願
で
あ
っ

た
、
一
般
社
団
法
人
東
昭
自
治

会
が
実
現
し
て
お
り
ま
す
。

玉
翠
苑
の
土
地
会
員
・
古
沢 

芳
男
さ
ん
は
30
年
以
上
の
長
期

に
渡
り
自
治
会
役
員
と
し
て
東

昭
自
治
会
の
運
営
に
つ
い
て
献

身
的
に
ご
努
力
を
頂
き
ま
し
た
。

自
治
会
の
将
来
を
見
据
え
、
法

人
化
移
行
を
熱
望
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。

誠
に
残
念
な
が
ら
法
人
化
登
記

の
ご
報
告
の
前
に
、
２
０
２
２

年
11
月
29
日
に
ご
逝
去
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

こ
の
本
文
を
お
借
り
し
て
長

年
の
ご
活
躍
に
対
し
御
礼
と
ご

冥
福
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

東
昭
自
治
会
は
26
分
譲
地
を

束
ね
る
自
治
会
で
す
。
今
後
と

も
皆
様
の
互
助
精
神
を
礎
に
し

た
住
み
良
い
分
譲
地
を
目
指
し

て
参
り
ま
す
。

今
年
度
の
総
会
は
一
般
社
団

法
人
と
成
っ
た
初
め
て
の
開
催

と
な
り
ま
す
。
今
後
の
自
治
会

運
営
を
建
設
的
に
審
議
で
き
る

よ
う
に
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
す
る
次
第
で
す
。

令
和
５
年
５
月
８
日
よ
り
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
は
５
類
感
染

症
に
位
置
付
け
ら
れ
、
感
染
対

策
は
一
律
の
対
応
を
求
め
ら
れ

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
出
席
さ
れ

る
方
々
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ワ

ク
チ
ン
接
種
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
全
て
の
感
染
防
止
策
の
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

施
設
内
で
の
マ
ス
ク
着
用
は

も
と
よ
り
、
必
要
回
数
の
ワ
ク

チ
ン
接
種
も
推
奨
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

体
調
に
不
安
が
あ
る
方
、
並

び
に
遠
距
離
で
出
席
が
困
難
な

会
員
に
は
、
積
極
的
に
委
任
状

に
よ
る
書
面
出
席
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

【
日
時
】

令
和
５
年
８
月
26
日
（
土
）

13
：
30
～
15
：
30

【
会
場
】

大
正
堂
く
ろ
い
そ
み
る
ひ
ぃ
ホ
ー
ル

栃
木
県
那
須
塩
原
市
上
厚
崎
４
９
０

【
当
日
の
緊
急
連
絡
先
】　

（
０
８
０

－

９
３
３
９

－

１
７
８
６
）

【
総
会
議
案
】

・
第
１
議
案

理
事
・
監
事
の
選
任
・
議
決

・
第
２
議
案

管
理
規
約
の
承
認
・
議
決

・
第
３
議
案

第
48
期
事
業
報
告
、
収
支
報
告

の
承
認
・
議
決

・
第
４
議
案

法
人
化
第
１
期　

事
業
計
画（
案
）、

収
支
計
画（
案
）の
承
認
・
議
決

■
本
自
治
会
だ
よ
り
が
総
会
資
料

に
な
り
ま
す
。
出
席
さ
れ
る
方
は

必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
欠
席
さ
れ
る
社
員
（
会
員
）
は

必
ず
同
封
の
書
面
委
任
状
（
は
が

き
）
に
ご
記
入
の
上
で
、
事
務
局

ま
で
返
信
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
出
席
さ
れ
る
社
員
（
会
員
）
は

同
封
の
出
席
票
（
は
が
き
）
に
ご

記
入
の
上
で
、
事
務
局
ま
で
返
信

を
お
願
い
し
ま
す
。

尚
、
ご
出
席
さ
れ
る
方
は
受
付
の

混
雑
防
止
の
た
め
後
日
別
送
の
出

席
受
付
票
（
は
が
き
）
を
必
ず
ご

持
参
く
だ
さ
り
受
付
に
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。
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法
人
化
後
初
め
て
の
定
期
社
員

（
会
員
）総
会
を
ご
案
内
し
ま
す
。

一般
社
団
法
人
と
し
て
力
強
い一歩
を
歩
み
出
し
ま
し
た
。

一般
社
団
法
人
と
し
て
力
強
い一歩
を
歩
み
出
し
ま
し
た
。

令
和
４
年
９
月
の
会
員
総
会
議
決
に
よ
り
、
本
年
４
月
よ
り
自
治
会
は
法
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

今
号
は
法
人
化
後
に
初
め
て
開
催
す
る
社
員
（
会
員
）
総
会
の
議
案
提
案
を
中
心
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

管
理
規
約
も
一
部
改
正
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

法
人
と
し
て
安
定
し
た

法
人
と
し
て
安
定
し
た

運
営
体
制
構
築
に
む
け
て

運
営
体
制
構
築
に
む
け
て

代
表
理
事

代
表
理
事
　　
細
田
宏

細
田
宏
（
神
明
平
）

（
神
明
平
）

会場：大正堂くろいそみるひぃーホール
（旧那須塩原市黒磯文化会館）

那須温泉神社（なすゆぜんじんじゃ）ご神木「生きる」: このミズナラは悠久
の時を経て直、樹勢旺盛にして力強く『生きる』と命名されております。活力、
蘇生力、生命力等のパワーが授けられる巨木として崇められております。
写真撮影：熊谷秀志
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①五峰苑追加井戸試掘工事：
水源枯渇予防を兼ねて井戸試掘を行い、正式な井戸として
水量・水質の安全性を確認の上で水道施設に登録しました。

②町営水道引込工事：
様々な水質悪化対策案を検討しましたが、利用する会員の
総意により、自治会初の町営水道引込工事をおこないました。

������������������������������������������������������������

長
谷
川　

浩
司

氏
名

監
事
候
補
者
／
任
期
２
年

熊
谷　

秀
志

曽
田　

道
夫

船
木　

敬
蔵

町
田　

稔

原
田　

征
雄

宮
腰　

洋
一

松
川　

哲
夫

福
田　

和
久

細
田　

宏　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名

理
事
候
補
者
／
任
期
２
年

監
事

役
職

理
事
／
事
務
局
長

理
事

理
事

理
事

理
事

理
事

副
会
長
／
企
画
理
事

副
会
長
／
専
務
理
事

代
表
理
事
（
会
長
）

役
職

※
法
人
化
後
の
役
職
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

青
木

分
譲
地
名

青
木

青
木

玉
取
平

青
木

玉
鳳
台

青
木

小
深
堀

箭
松
苑

神
明
平

分
譲
地
名

定
住

区
分

定
住

定
住

定
住

定
住

定
住

定
住

別
荘

定
住

定
住

区
分

総
会
第
１
議
案

理
事
・
監
事
立
候
補
者
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

令
和
５
年
３
月
４
日
、
第
48
期
第
４
回
定
期
理
事
総
会
に
お
い
て
承
認
決
議
さ
れ
た
、
一
般
社
団
法
人

東
昭
自
治
会
と
な
っ
た
後
の
、
新
た
な
理
事
・
監
事
の
立
候
補
者
名
簿
と
な
り
ま
す
。
こ
の
体
制
に
よ
り
、

今
後
２
年
間
の
、
一
般
社
団
法
人
東
昭
自
治
会
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
社
員（
会
員
）の
ご
支
援

並
び
に
、
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

⑤昨年の会員総会：
昨年の会員総会では、会員の皆さんで真剣に
審議を行いました。出席できない会員の書面
委任も自治会の力になります。

③小深堀落葉清掃：
落葉の落ちる秋には枯葉清掃に大忙しになり
ます。

④法人化・会費改定論議：
臨時理事会を設けて法人化・会費改定の活発な
論議を経て総会に提案しております。

⑥清渓苑危険倒木伐採：
清渓苑では道路をふさぐ危険倒木を伐採しま
した。強風の後には他の分譲地でもこのよう
な対応が多く発生します。

⑦新おおとり苑道路補修：
道路の全面補修には多額の費用が掛かるため
傷んだ箇所の補修を行います。

⑧青木 LED 街路灯への交換：
蛍光灯器具の破損時には順次 LED に交換
しています。基本は電柱直付です。
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総
会
第
2
議
案

法
人
化
に
伴
い
管
理
規
約
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

令
和
５
年
４
月
３
日
、
東
昭
自
治
会
は
一
般
社
団
法
人
と
し
て
登
記
し
、
法
人
と
し
て
の
第

一
歩
を
歩
み
出
し
ま
し
た
。
管
理
規
約
の
内
容
は
以
前
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
今
号
で
は
重
要
な
部
分
を
抜
粋
し
、
改
正
案
の
提
案
と
し
ま
す
。

（
赤
字
が
追
加
も
し
く
は
改
正
部
分
で
す
。
当
会
＝
当
法
人
／
会
員
＝
社
員
に
呼
称
が
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
。）
管
理
規
約

の
全
文
（
18
ペ
ー
ジ
）
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
及
び
パ
ソ
コ
ン
を
ご
利
用
の
上
で
ご

確
認
下
さ
い
。

※
本
文
中
に
〟
社
員
〝
と
言
う
記
載
が
あ
り
ま
す
が
一
般
社
団
法
人
法
に
規
定
し
て
い
る
社
員
と
は
、
一
般
的
な
従
業
員

の
意
味
で
は
な
く
、
運
営
に
関
す
る
議
決
権
を
持
つ
者
を
定
義
し
ま
す
。
従
来
の
会
員
と
同
意
語
で
す
。

【
第
１
章　
総
則
】（
第
１
条
～
第
６
条
）

名
称
、
所
在
地
、
目
的
、
事
業
内
容
等
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

（
名
称
）	

第
１
条	

当
法
人
は
『　

一
般
社
団
法
人　

東
昭
自
治
会　

』
と
称
す
る
。

（
所
在
地
）	

第
２
条	

当
法
人
は
栃
木
県
那
須
塩
原
市
に
事
務
所
を
置
く
。

（
目
的
）	

第
３
条	

当
法
人
は
、
権
利
能
力
な
き
社
団
と
し
て
昭
和
50
年
に
設
立
し
た
『
東
昭
自
治
会
』
の
権
利

や
義
務
、
組
織
を
継
承
し
、
社
員
が
所
有
す
る
土
地
、
建
物
に
必
要
な
道
路
・
給
水
施
設
・

側
溝
等
の
共
益
設
備
の
登
記
・
補
修
・
整
備
・
管
理
を
通
じ
、
社
員
に
対
す
る
良
好
な
生
活

環
境
及
び
安
全
の
確
保
を
第
一
義
と
し
、
合
せ
て
そ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
社
員
所
有
分
譲

地
の
資
産
価
値
向
上
及
び
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
護
育
成
を
活
動
の
目
的
と
す
る
。

（
事
業
・
業
務
）	

第
４
条	

当
法
人
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
以
下
の
事
業
を
行
う
。

	
	

①　

道
路
補
修
と
そ
の
清
掃
及
び
管
理

	
	

②　

水
道
施
設
の
維
持
管
理

	
	

③　

街
路
灯
の
設
置
と
管
理

	
	

④　

土
地
所
有
者
の
自
治
会
に
属
す
る
土
地
に
隣
接
す
る
道
路
の
幅
１
ｍ
以
内
の
雑
草
木

の
下
草
刈
り

	
	

⑤　

土
地
所
有
者
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
行
う
自
治
会
に
属
す
る
土
地
の
下
草
刈
り

	
	

⑥　

地
方
自
治
体
と
の
渉
外
業
務

	
	

⑦　

分
譲
地
の
風
紀
、
秩
序
及
び
安
全
維
持
に
関
す
る
業
務

	
	

⑧　

そ
の
他
、
社
員
総
会
で
決
議
さ
れ
た
事
項
、
本
管
理
規
約
及
び
管
理
細
則
に
定
め
ら
れ

た
事
項
に
関
す
る
事
業

	
	

⑨　

そ
の
他
当
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

【
第
２
章　
社
員
】（
第
７
条
～
第
16
条
）

資
格
の
取
得
、
権
利
と
義
務
、
会
費
等
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

（
社
員
資
格
の
取
得
）	

第
８
条	

当
法
人
の
社
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
当
法
人
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
会
の

申
し
込
み
を
し
、
会
費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尚
、
旧
東
昭
自
治
会
会
員
（
旧
東

昭
自
治
会
規
約
第
７
条
第
１
項
に
よ
る
者
お
よ
び
そ
の
他
旧
東
昭
自
治
会
会
員
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
者
）
に
つ
い
て
は
令
和
４
年
９
月
に
開
催
し
た
会
員
総
会
議
決
に
よ
り
当
法

人
社
員
に
移
行
す
る
も
の
と
す
る
。

（
社
員
の
責
務
）	

第
10
条	

社
員
は
円
滑
な
共
同
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
の
規
約
及
び
別
に
定
め
る
管
理
細
則
を

誠
実
に
遵
守
し
、
相
互
の
理
解
と
信
頼
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
自
身
の
所
有
す
る

土
地
、
建
物
を
周
囲
環
境
に
調
和
す
る
よ
う
維
持
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
社
員
は
同
居
す
る
者
、
並
び
に
所
有
地
に
自
己
所
有
以
外
の
建
物
が
あ
る
場
合
は
そ
の
建
物

所
有
者
も
含
め
て
、
こ
の
分
譲
地
を
利
用
す
る
者
に
対
し
て
、
こ
の
規
約
並
び
に
管
理
細
則

に
定
め
る
事
項
を
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
社
員
は
共
益
施
設
を
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
破
損
し
た
場
合
に
は
、補
修
に
要
す
る
費
用
、

そ
の
他
そ
の
破
損
に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
員
の
権
利
）	

第
12
条	

社
員
は
所
有
す
る
土
地
、
建
物
に
必
要
な
道
路
、
街
路
灯
、
給
水
施
設
・
側
溝
等
の
環
境
施

設
を
利
用
し
良
好
な
生
活
環
境
の
提
供
を
受
け
る
事
が
で
き
る
。

２
．
社
員
は
自
身
の
意
思
で
社
員
を
辞
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
は
所
定
の
書
式
に
基
づ
き

事
務
局
に
届
け
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
員
を
や
め
た
と
き
、
社
員
と
し
て
の
水
道

施
設
等
の
、
共
益
施
設
の
使
用
権
も
失
う
。
道
路
の
通
行
権
も
許
可
さ
れ
な
い
限
り
、
原
則

と
し
て
失
う
。
但
し
、〟
施
設
維
持
権
名
義
人
証
〝
の
権
利
は
失
わ
な
い
。
会
費
支
払
い
再

開
時
に
共
益
施
設
使
用
権
、
道
路
の
通
行
権
も
自
動
的
に
復
活
す
る
。

尚
、
既
に
施
設
維
持
権
名
義
人
に
加
入
し
て
い
る
物
件
の
譲
渡
時
に
は
こ
の
権
利
を
無
償
に

て
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
社
員
資
格
の
停
止
）　

第
14
条	

社
員
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
時
、
当
法
人
は
相
当
期
間
を
定
め
た
上
で
是
正
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
是
正
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
、
是
正
が
な
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
社
員
資
格
を
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
一
時
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
	

①　

会
費
等
が
３
年
に
わ
た
り
納
入
さ
れ
な
い
と
き
。

	
	

②　

別
に
定
め
る
禁
止
行
為
を
行
っ
た
と
き
。

	
	

③　

社
員
の
所
在
が
３
年
以
上
不
明
の
時
。

	
	

④　

第
11
条
に
定
め
る
禁
止
事
項
を
行
っ
た
時

	
	

⑤　

町
営
水
道
引
込
分
譲
地
に
お
い
て
、
定
住
・
別
荘
会
費
等
が
３
か
月
以
上
自
治
会
の
許

可
な
く
納
入
さ
れ
な
い
と
き
。

２
．
前
項
に
基
づ
き
社
員
資
格
を
一
時
停
止
し
た
場
合
で
三
か
月
を
過
ぎ
て
も
是
正
が
な
さ
れ
な
い

場
合
に
は
当
法
人
は
当
該
社
員
の
資
格
を
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
喪
失
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
社
員
資
格
の
停
止
・
喪
失
に
よ
り
一
切
の
社
員
の
権
利
は
喪
失
す
る
。

４
．
社
員
資
格
の
停
止
・
喪
失
に
よ
り
そ
の
社
員
が
受
け
た
損
害
を
当
法
人
は
一
切
補
償
や
賠
償

を
行
わ
な
い
。

（
会
費
）	

第
15
条	

社
員
は
当
法
人
の
管
理
す
る
分
譲
地
維
持
管
理
の
た
め
以
下
の
年
会
費
支
払
い
義
務
を
負
う
。

	
	

①　

定
住
社
員
（
水
道
施
設
利
用
可
）　　
　
　
　
　
　
　
　

︙　

１
０
０
，
０
０
０
円

	
	

②　

別
荘
社
員
（
水
道
施
設
利
用
可
）　　
　
　
　
　
　
　
　

︙　

１
０
０
，
０
０
０
円

	
	

③　

土
地
社
員
（
建
物
会
員
に
変
更
時
水
道
施
設
利
用
可
）　

︙　
　

２
６
，
０
０
０
円

２
．
水
道
の
一
引
き
込
み
で
、（
標
準
口
径
20
Φ
）
で
一
請
求
と
す
る
。

３
．
別
荘
で
建
物
等
が
使
え
る
状
況
で
は
無
く
、
所
有
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
土
地
社
員

扱
い
と
す
る
。

４
．
私
有
地
に
井
戸
を
掘
削
し
当
法
人
管
理
の
水
道
施
設
を
利
用
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
市
、
町

の
水
道
を
利
用
し
て
い
る
社
員
に
つ
い
て
は
、
道
路
利
用
の
み
と
し
て
土
地
社
員
と
同
額
の

２
６
，
０
０
０
円
を
会
費
と
し
て
徴
収
す
る
。

５
．
営
業
用
施
設
は
水
道
１
引
き
込
み
、（標
準
口
径
20
Φ
）で
年
会
費
１
０
０
，０
０
０
円
と
す
る
。

尚
、
多
量
の
水
量
を
使
用
す
る
場
合
に
は
当
法
人
と
協
議
の
上
で
別
途
会
費
を
定
め
る
。

６
．
会
費
支
払
い
は
毎
年
４
月
１
日
を
基
準
日
と
し
基
準
日
よ
り
二
か
月
以
内
に

・
足
利
銀
行　

黒
磯
支
店　

普
通
預
金　

口
座
番
号
№
５
５
４
７
０
５
８
番　

も
し
く
は

・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
０
０
３
２
０

－

９

－

０
０
０
４
４
０
０
番
。

（
い
ず
れ
の
口
座
も
振
込
先
は
一
般
社
団
法
人
東
昭
自
治
会
と
な
る
。）
所
定
の
金
額
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
の
口
座
も
振
込
先
は
一
般
社
団
法
人
東
昭
自
治
会
と
な
る
。
尚
、
一
度
収
め
ら
れ
た

会
費
は
理
由
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
返
金
し
な
い
。
ま
た
、
会
費
未
納
の
場
合
、
そ
の
債
権
は

い
か
な
る
場
合
で
も
、
継
承
人
に
引
き
継
ぎ
、
当
法
人
は
請
求
権
を
行
使
で
き
る
。

７
．
年
会
費
の
分
割
払
い
を
希
望
す
る
社
員
に
つ
い
て
は
、
当
法
人
の
承
諾
の
上
で
年
会
費
分
割

払
い
申
請
書
を
提
出
の
上
で
承
認
す
る
。

８
．
年
度
内
の
社
員
資
格
の
変
更
、（
土
地

⇔

定
住

⇔

別
荘
等
）
に
よ
る
年
会
費
変
更
に
つ
い
て

は
そ
の
事
柄
を
事
務
局
が
連
絡
を
受
け
た
次
の
年
度
よ
り
適
用
す
る
。

９
．
会
長
は
社
員
の
会
費
未
納
に
関
し
て
、
理
事
会
の
協
議
を
経
て
当
法
人
を
代
表
し
て
、
訴
訟
、

そ
の
他
法
的
処
置
を
含
む
手
段
、
も
し
く
は
水
道
供
給
の
停
止
、
車
輌
道
路
通
行
の
禁
止
等

の
処
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

����������������������������������������������������������������������
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【
第
３
章　
社
員
総
会
】（
第
17
条
～
第
25
条
）

社
員
総
会
の
構
成
、
決
議
事
項
、
議
長
、
議
決
権
・
方
法
、
議
事
録
等
を

記
載
し
て
い
ま
す
。

（
構
成
）	

第
17
条	

社
員
総
会
は
、
す
べ
て
の
社
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

	

第
18
条	

社
員
総
会
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
。

	
	

１
．
社
員
の
除
名

	
	

２
．
理
事
及
び
監
事
の
選
任
及
び
解
任

	
	

３
．
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
支
給
の
基
準

	
	

４
．
事
業
報
告
・
収
支
報
告
、
貸
借
対
照
表

	
	

５
．
事
業
計
画
（
案
）・
収
支
計
画
（
案
）

	
	

６
．
定
款
、
管
理
規
約
の
変
更

	
	

７
．
解
散
及
び
残
余
財
産
の
処
分

	
	

８
．
基
本
財
産
の
処
分
又
は
除
外
の
承
認

	
	

９
．
そ
の
他
、
社
員
総
会
で
決
議
す
る
も
の
と
し
て
法
令
又
は
定
款
で
定
め
ら
れ
た
事
項
。

（
開
催
）	

第
19
条　

当
法
人
の
社
員
総
会
は
、
定
期
社
員
総
会
及
び
臨
時
社
員
総
会
と
す
る
。

定
期
社
員
総
会
は
毎
年
１
回
、事
業
年
度
終
了
後
（
事
業
年
度
は
４
月
～
翌
年
３
月
末
）
６
ヶ

月
以
内
に
開
催
す
る
ほ
か
、
臨
時
社
員
総
会
は
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。

（
議
決
権
）	

第
23
条　

各
社
員
は
各
１
個
の
議
決
権
を
有
す
る
。
そ
の
際
、議
長
、副
議
長
、書
記
も
議
決
権
を
も
つ
。

（
議
決
の
方
法
）	

第
24
条　

社
員
総
会
の
議
決
は
、
法
令
ま
た
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
総
社
員

の
５
分
の
１
以
上
（
委
任
状
含
む
）
の
社
員
が
出
席
し
、
出
席
し
た
当
該
社
員
の
議
決
権
の

過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。

２
．
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
議
決
は
、
総
社
員
の
半
数
以
上
、（
委
任
状
含
む
）
あ
っ

て
、
出
席
社
員
の
議
決
権
の
３
分
の
２
以
上
に
あ
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
う
。

①
社
員
の
除
名

②
監
事
の
解
任

③
定
款
の
変
更

④
解
散

⑤
基
本
財
産
の
処
分
又
は
除
外
の
承
認

⑥
そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項

３
．
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
社
員
総
会
を
開
催
で
き
な
い
場
合
に
は
、
社
員
の
５
分
の
１
以

上
の
委
任
状
を
受
け
て
議
決
権
を
行
使
で
き
る
。

【
第
４
章　
役
員
】（
第
26
条
～
第
34
条
）

役
員
の
選
任
と
解
任
方
法
及
び
任
期
、職
務
、報
酬
、損
害
賠
償
責
任
等
を

記
載
し
て
い
ま
す
。

（
役
員
の
設
置
）	

第
26
条　

２
．
代
表
理
事
を
会
長
と
し
、
複
数
名
の
業
務
執
行
理
事
を
お
く
。	

①	

代
表
理
事	

：	

以
下
会
長
と
呼
ぶ	

１
名	

②	

業
務
執
行
理
事	

：	

専
務
理
事	

１
名
（
副
会
長
職
兼
務
）	

業
務
理
事
及
び
企
画
理
事
（
副
会
長
職
兼
務
）、
は
必
要
に
応
じ
て
選
任
す
る
。

（
役
員
の
選
任
）	

第
27
条　

理
事
及
び
監
事
は
社
員
総
会
の
議
決
に
よ
り
選
任
す
る
。

２
．
会
長
並
び
に
業
務
執
行
理
事
（
副
会
長
職
兼
務
）
は
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
す
る
。

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
）

	

第
29
条　

監
事
は
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監
査
報
告
を
作

成
す
る
。

２
．
監
事
は
い
つ
で
も
、
理
事
に
対
し
て
事
業
の
報
告
を
求
め
、
当
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状

況
の
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
会
計
監
査
は
別
途
契
約
す
る
税
理
士
又
は
会
計

士
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
任
期
）	

第
30
条　

理
事
の
任
期
は
選
任
後
2
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
内
、
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定

期
社
員
総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

２
．
監
事
の
任
期
は
２
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
内
、
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
期
社
員

総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
役
員
の
解
任
）	

第
31
条	

理
事
、
監
事
は
社
員
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
監
事
を
解

任
す
る
場
合
は
総
社
員
の
半
数
以
上
で
あ
っ
て
、
出
席
社
員
の
３
分
の
２
以
上
に
あ
た
る
多

数
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
酬
等
）	

第
32
条	

代
表
理
事
並
び
に
業
務
執
行
理
事
の
報
酬
、
賞
与
そ
の
他
の
職
務
執
行
の
対
価
と
し
て
当
法

人
か
ら
受
け
る
財
産
上
の
利
益
（
以
下
報
酬
等
と
い
う
。）
は
社
員
総
会
の
議
決
を
も
っ
て

定
め
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
理
事
及
び
監
事
に
は
職
務
執
行
に
必
要
な
日
数
の
日
当
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
第
５
章　
理
事
会
】（
第
35
条
～
第
38
条
）

理
事
会
の
開
催
、
審
議
事
項
、
日
当
等
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
大
き
な
追
加
・
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
第
６
章　
財
産
及
び
会
計
】（
第
39
条
～
第
43
条
）

基
本
財
産
、
事
業
年
度
、
事
業
及
び
収
支
報
告
事
項
及
び
余
剰
金
の
分
配

等
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

（
基
本
財
産
）	

第
39
条	

こ
の
法
人
の
目
的
で
あ
る
事
業
を
行
う
た
め
に
不
可
欠
な
財
産
と
し
て
社
員
総
会
で
議
決

し
た
財
産
は
、
こ
の
法
人
の
基
本
財
産
と
す
る
。

２
．
基
本
財
産
は
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
基
本
財
産
の
一
部
を
処
分
す
る
と
き
及
び
基
本
財
産
か
ら
除
外
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
会
及
び
社
員
総
会
の
承
認
を
要
す
る
。

（
剰
余
金
の
分
配
）	第
43
条　

こ
の
法
人
は
、
剰
余
金
の
分
配
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

【
第
７
章　
事
務
局
】（
第
44
条
～
第
49
条
）

事
務
局
の
設
置
、
事
務
局
長
及
び
パ
ト
ロ
ー
ル
員
、
経
理
事
務
等
の
役
割

等
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
追
加
・
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

【
第
８
章　
定
款
の
変
更
及
び
解
散
】（
第
50
条
～
第
52
条
）

定
款
の
変
更
、
法
人
の
解
散
、
残
余
財
産
の
帰
属
等
に
つ
い
て
記
載
し
て

い
ま
す
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）	

第
52
条　

当
法
人
が
精
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て
有
す
る
残
余
財
産
は
、
社
員
総
会
の
議
決
を
経
て
公

益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
、
第
５
条
第
17
条
に
掲
げ
る
法

人
、
も
し
く
は
地
方
団
体
に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。

【
第
９
章　
雑
則
】（
第
53
条
～
第
55
条
）

罰
則
、建
議
、法
令
の
準
拠
等
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
大
き
な
追
加・変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

�������������������������������������������������������������������������
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●達成事業（実績件数／計画件数）
【道路修繕関係】
①道路凸凹修繕（17／11）②道路側溝整備（２／1）　③道路下刈り（24／24）
④除草剤散布（12／24）　⑤道路枯葉清掃（24・24）⑥危険倒木撤去（11／突発対応）

【水道・その他修繕関係】
⑦ポンプ制御盤更新（１／３）⑧ポンプ交換（2／３）⑨漏水修理（16／突発対応）
⑩ポンプ抵抗値調査（24／24）⑫仕切弁交換（０／２）⑬街灯LED（11件／故障時交換）
⑭消火栓点検（24／24）⑮土地会員現況写真送付（869／767）

■第48期事業報告　2022年（令和4年）４月～2023年（令和5年）３月
分譲地 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 【道路修繕関係】

①道路凸凹修繕
②道路側溝修繕
③道路下刈り 
④除草剤散布
⑤道路枯葉清掃 
⑥危険倒木撤去 

【水道施設修繕関係】
⑦ポンプ制御盤更新 
⑧ポンプ交換 
⑨漏水修理
⑩ポンプ抵抗値調査
⑪濾過器関連
⑫仕切弁交換

【その他】
⑬街灯 LED 化
⑭消火栓点検
⑮土地会員写真 

※１　水道施設引込電
線修理 

※２　町営水道引込工事 
※３　渇水センサー交換 
※４　追加井戸試掘 
※５　ポンプ新設
※６　フロートレス交換 
※７　配水施設バルブ

交換
※８　エアー抜き弁交換
※９　マグネットスイッチ

交換 

青木 ⑨ ⑨ ⑬ ④ ⑬ ⑮ ⑥ ③ ⑤ ⑥ ⑧⑩ ⑦
箭松苑 ※１ ① ③ ⑮ ⑤⑥ ⑩
室の井 ④ ⑮ ③ ⑤⑥ ⑩
白沢橋 3 期 ① ⑨ ③ ⑮ ① ⑨ ⑬ ⑤ ① ⑩
白沢橋 1 期 ① ③ ⑮ ⑨⑨ ⑤ ⑩
神明平 ⑨ ⑬ ⑮ ③ ④ ① ⑨ ⑤⑥ ⑩
りんどう湖村 ⑮ ③ ④ ※２ ⑤ ⑩ ⑧
秋鳳苑 ※３ ③ ⑮ ⑤　※２ ⑩
玉鳳台／玉取平 ⑨ ①② ③ ⑮ ① ④ ① ① ⑤ ※１ ⑥ ⑬ ⑩ ⑬
五峰苑 ① ※４ ※５ ③ ⑮ ⑤ ⑬ ⑥ ⑩
小深堀 ④ ⑮ ⑬ ③ ①② ⑤ ⑬ ⑥ ⑬ ⑩ ⑬
小深堀 6 期 ④ ※６ ⑮ ⑤ ⑩
おおとり苑 ① ⑬ ⑮ ③ ④ ⑬ ⑤⑨ ⑥ ⑩
新おおとり苑 ① ④ ⑮ ③ ⑤ ⑥ ⑩
野鳥苑／新野鳥苑 ④ ⑮ ③ ⑨⑨ ⑨ ⑤ ① ⑩
緑風台 ③ ⑮ ④ ⑤ ⑨　※７ ⑩
広陽台 ※８ ① ③ ⑮ ④ ⑤ ⑩
清渓苑 ③ ⑮ ④ ① ⑤ ⑩
緑の郷 ③ ⑮ ④ ※９ ⑤ ※７　 ⑩
黒川台／新黒川台 ③⑮ ④ ⑥ ⑤ ⑩
うぐいす台 ⑮ ③⑤ ⑩
よりい台 ⑮ ④ ③⑤ ⑩
豊原 ⑨ ⑨ ⑮ ③ ① ⑤ ⑩
玉翠苑 ⑮ ③⑤ ⑩

総
会
第
３
議
案

48
期
事
業
報
告
、
48
期
収
支
報
告
／
貸
借
対
照
表

■第48期　収支決算報告　2022年（令和4年）４月1日～2023年（令和5年）３月31日
（単位：円）

第48期支出 第48期収入
科目 実績 科目 実績

① 動力費（水道・街路灯電気代） 13,972,675 今期会費

② 道路・水道修繕・外注費 41,318,213 　　別荘 38,263,891 

③ 水質検査費 4,399,640 　　定住 24,926,314 

④ 職員給与 16,409,188 　　土地 20,427,334 

⑤ 職員　厚生・退職金積立・雑給 1,019,755 　　その他会費（水井戸会員） 208,000 

⑥ 賃借料 1,629,948 特別会費（土地下刈、町営水道個人負担金等） 11,359,658 

⑦ 租税・損害保険料 1,718,990 前期までの未入金者入金予定 今期会費に含む

⑧ 法定福利費 2,059,567 受取利息 309 

⑨ 一般経費 7,772,965 前受金 0 

⑩ 減価償却費 27,432 雑収益（営業外収益） 664,800 

⑪ 管理諸費 3,620,794

Ａ　①　今期会費入金計 95,850,306

災害積立金

　別荘　　10,000 23,229,013 

Ｂ合計 93,949,167 　定住　　10,000 19,560,119 

　土地　　　1,300 18,210,496 

Ｃ 当期利益［計算式：Ａ－Ｂ］ 1,901,139 　②　災害積立金累計 60,999,628

■48期　貸借対照表　2023年（令和5年）３月31日
（単位：円）

Ⅰ  資産の部 Ⅱ  負債の部
科目 金額 科目 金額

１．流動資産 １．流動負債
　　現金預金 96,315,372 　　未払金 3,728,623 
　　未収会費 400,000 　　前受金 583,100 
　　貯蔵品 4,736,628 　　預り金 865,798 
　　前払費用 66,000 
　　仮払金　　　　　　　　　　　　200,000 
流動資産合計 101,718,000 流動負債合計 5,177,521 

２．固定資産 ２．固定負債
　　建物 910,844 　　災害積立金 60,999,628 
　　保証金 2,380,000 
固定資産合計 3,290,844 固定負債合計 60,999,628 

Ⅲ  正味財産の部
　　正味財産 38,831,695 

 資産合計 105,008,844 負債・ 正味財産合計 105,008,844 

〈監査報告書〉
東昭自治会の2022年４月１日から2023年３月31日までの第 48期事業年度の計算書類およびその
付属明細について監査を行った結果、法令に準拠し適正に表示されていると認めたので報告します。
2023年５月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　東昭自治会　48期　監査役　長谷川　浩司　　　　印

●未達成事業
【道路修繕関係】
除草剤散布では 12 件が未実施。

（白沢、神明平、秋鳳苑、玉鳳台、玉取平、五峰苑　小深堀、緑風台、広陽台、うぐいす台、豊原、玉翠苑）
【水道修繕関係】
・ポンプ制御盤更新では２件が未実施。（清渓苑、緑の郷）
・ポンプ交換では１分譲地が未実施（新野鳥苑）
・仕切り弁交換は計画段階で終わる。

●次年度計画への反映
・除草剤散布は職員の退職により事務局工数確保が出来

ず未達に終わった。パート社員増員により計画の見直
しを行う。

・ポンプ制御盤更新は材料の入手遅れが発生した。
　設計の見直し検討を行う。
・計画未実施は次年度に計画変更する。

●48期収支決算トピックス
収入  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●今期会費：会費未納者への入金促進と物件売買による会員の入替の

ため、会員数減少が抑えられ、計画比 119％、95,850,306 円の実績
となった。

◎特別会費：土地下刈り、町営水道個人負担金等を計上。
◎雑収入：修繕業者の工事ミス負担金等を計上。
◎災害積立金：今期で一時中止、今後は地震保険を基本とする。
支出  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●計画比 104％となり当期利益は＋ 1,901,139 円となった。

【経費マイナス要素】
◎正社員１名退社、補充ができず、パート社員で対応する。

対象となる、職員給与、厚生、退職金、福利厚生費が計画比 77％と
なる。

◎主に燃料費が計画より高騰せず、一般経費が計画比 81％となる。
【経費プラス要素】
◎町営水道工事、追加井戸工事、予備ポンプ購入のため、道路・水道

修繕費が計画比 147％となる。
◎税理システム、事務用品リース料金値上げのため、管理諸費及び賃

借料は計画比 103％となる。
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【道路修繕】
①道路凸凹修繕（砂利道→白沢橋、玉取平）
②側溝整備（神明平、玉鳳台）
③道路下刈り（全分譲地）
④除草剤散布（全分譲地、除外あり）
⑤道路枯葉清掃（全分譲地）
⑥危険倒木撤去（突発対応）

【水道修繕】
　⑦ポンプ制御盤更新（青木、清渓苑、緑の郷）
　⑧ポンプ交換（新野鳥苑、箭松苑、おおとり苑）
　⑨漏水修理（発生時）
　⑩ポンプ抵抗値調査（全分譲地）
　⑪濾過機関連
　⑫仕切弁交換（青木、神明平、玉取平）
　⑬配水層清掃（青木、神明平、玉鳳台）

【その他修繕】
　⑭街路灯 LED 化
　⑮消火栓点検（全分譲地）
　⑯土地会員写真（全分譲地）

■第1期　事業計画（案）　2023年（令和5年）４月～2024年（令和6年）３月
分譲地 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 【道路修繕関連】

①道路凸凹修繕
②側溝整備
③道路下刈り 
④除草剤散布
⑤道路枯葉清掃 
⑥危険倒木撤去 

【水道施設修繕関連】
⑦ポンプ制御盤更新 
⑧ポンプ交換 
⑨漏水修理
⑩ポンプ抵抗値調査
⑪濾過器関連
⑫仕切弁交換
⑬配水槽清掃

【その他】
⑭街灯 LED 化
⑮消火栓点検
⑯土地会員現況写真送付 

青木 ⑦ ⑯ ③ ⑬ ⑩ ⑤ ⑮
箭松苑 ④ ⑯ ③ ⑧ ⑩ ⑤ ⑮
室の井 ④ ⑯ ③ ⑩ ⑤ ⑮
白沢橋 3 期 　 ④ ⑯ ③ ① ⑤ ① ⑩ ⑮
白沢橋 1 期 　 ④ ⑯ ③ ① ⑤ ① ⑩ ⑮
神明平 ④ ⑯② ③ ② ⑫ ⑬ ⑤ ⑩ ⑮
りんどう湖村 ④ ⑯ ③ ⑩ ⑤ ⑮
秋鳳苑 ⑯③ ④ ⑤ ⑩ ⑮
玉鳳台／玉取平 　 ⑯ ③ ① ⑫ ⑬ ① ⑩ ⑤ ⑮
五峰苑 ④ ⑯ ③ ⑤ ⑩ ⑮
小深堀 ⑯ ③ ⑤ ⑩ ⑮
小深堀 6 期 ③ ⑯ ④ ⑩ ⑮
おおとり苑 ⑯ ⑧ ④ ③ ⑧ ⑩ ⑤ ⑮
新おおとり苑 ⑯ ④ ③ ⑩ ⑤ ⑮
新野鳥苑 ⑧ ④ ⑯ ③ ⑤ ⑩ ⑮
緑風台 ③ ⑯ ④ ⑤ ⑩ ⑮
広陽台 ③ ⑯ ④ ⑤ ⑩ ⑮
清渓苑 ③ ⑯ ④ ⑦ ⑤ ⑩ ⑮
緑の郷 ⑯ ③ ④ ⑦ ⑤ ⑩ ⑮
黒川台／新黒川台 ⑯ ③ ④ ⑤ ⑩ ⑮
うぐいす台 ③ ④ ⑯ ③ ⑤ ⑩ ⑮
よりい台 ③ ⑯ ④ ⑤ ⑩ ⑮
豊原 ④ ⑯ ③ ⑤ ⑩ ⑮
玉翠苑 ③ ④ ⑯ ③ ⑤ ⑩ ⑮

総
会
第
４
議
案

法
人
化
後
第
１
期　

事
業
計
画
案
、
収
支
計
画
案

１期　支出計画トピックス
※支出合計 86,152,944 円として計画。当期利益は約 120 万円とした。
【経費プラス要素】
１．動力費：　　　　　・電気料金の値上げに伴い30％の増額とした。
２．道路・水道修繕費：・年間事業計画に基づき計画。
３．職員給与：　　　　・人材育成のため人件費は下期より正規従業員

１名増員で計画。
４．一般経費：　　　　・社会的な値上げ基調を考慮して５～20％程度

の増額とした。
車両修理、街路灯修理、蛍光灯交換、倒木対
策等も増額を図る。

【経費マイナス要素】
１．会費振込手数料の振込人負担による雑費は12％減とした。
２．管理諸費：　10％減とした。
３．町営水道化により２か所の水質検査料を削減した。

その他、水道施設の電気代、濾材交換等の費用が削減できる見込み
である。

■第1期　収支計画（案）　2023年（令和5年）４月1日～2024年（令和6年）３月31日
（単位：円）

第49期支出 第49期収入
科目 計画 科目 計画

① 動力費（水道・街路灯電気代） 18,164,478 今期会費
② 道路・水道修繕・外注費 24,180,000 　　別荘　 31,383,000 
③ 水質検査費 4,000,000 　　定住 31,527,000 
④ 職員給与（職員・理事） 17,920,000 　　土地 17,808,700 
⑤ 職員　厚生・退職金積立・雑給 1,080,000 その他会費 260,000 
⑥ 賃借料（事務所家賃・リコーリース料金等） 1,630,000 特別会費（土地下刈費等） 5,400,000 
⑦ 租税・損害保険料（固定資産税・施設、車両保険等） 1,720,000 前期までの未入金者入金予定 1,000,000 
⑧ 法定福利費（職員　年金・社会・雇用保険） 2,180,000
⑨ 一般経費（車両修繕・燃料・郵便・印刷等） 11,951,035
⑩ 減価償却費（車両・設備・機具等） 27,432 雑収益（営業外収益） 0
⑪ 管理諸費 3,300,000

Ｂ　②　支出合計 86,152,944 Ａ　①　今期会費入金計 87,378,700
　

Ｃ 当期利益［計算式：Ａ－Ｂ］ 1,225,756 48 期末　災害積立金累計 60,999,628

１期　収入計画トピックス

１．今期会費：　・定住者：271名、別荘：317
名、土地：721名を正会員
数の基礎数字とした。

・建物会員数を▲１％、土地会員数を▲５％の減少と
予測して会費総額を87,378,700円の計画とした。
尚、昨年同様に長期に亘り理由なき未納会員には訴
訟による会費請求を実施する。

２．特別会費：　・土地会員の下草刈り費用として540万円を計上した。
３．災害積立金：・前期末累計では60,999,628円となった為、前期を

もって一時中止とする。
今後、災害時の対応は損害賠償保険（地震保険）を
基本として対応していく。

種別 正会員数（人）
定住会員 271
別荘会員 317
土地会員 721


